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公益社団法人 北海道産業資源循環協会 

災害時における復旧支援規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、道内外において地震、台風、津波、大雨、油漏出事故等による災害（以下「地

震等」という。）が発生したときに、道民その他の生活環境を保全するため、公益社団法人北

海道産業資源循環協会（以下「協会」という。）が災害廃棄物の処理など災害復旧に協力する

ための必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条  災害廃棄物とは、地震等により発生する木くず、がれき、金属くず、油等災害に伴って

緊急に処理する必要が生じた廃棄物をいう。 

 

（災害対策本部の設置） 

第３条 災害が発生し、災害廃棄物処理に係る協定を締結している団体より支援要請を受けたとき

は、協会災害対策本部（以下「協会本部」という。）及び支援要請に該当する地域の支部に協

会支部災害対策本部（以下「支部本部」という。）を設置する。 

２ 協会本部は、協会事務局に、支部本部は、協会支部事務局に設置する。 

 

（組織） 

第４条 協会本部及び支部本部の組織は、別表―１のとおりとし、協会本部に事務局（協会職員）

を置く。 

 

（構成） 

第５条 協会本部会議の構成は、次のとおりとする。 

協会本部長   協会会長 

協会副本部長  協会副会長及び専務理事 

協会本部員   協会常任理事 

２ 支部本部会議の構成は、次のとおりとする。 

支部本部長   協会支部長 

 支部副本部長  協会副支部長 

 支部本部員   協会支部幹事等 

       

（協会本部長及び支部本部長の任務） 

第６条 協会本部は、協定を締結している団体から支援の要請があった場合は、直ちに支援体制を

整えるものとする。 



２ 協会本部長は、道及び市町村並びに関係団体と連携を保ちつつ、全般の指揮をとるものとす

る。 

３ 支部本部長は、協会本部長と連携を保ちつつ、支部の支援体制の指揮をとるものとする。 

 

（協会本部及び支部本部会議） 

第７条 協会本部長は、重要な指示または総合調整を行なうため、必要に応じて協会本部会議を招

集する。 

２ 支部本部長は、必要に応じて支部本部会議を招集する。 

 

（協会本部の業務） 

第８条 協会本部は、次の業務を実施する。 

（１）関係行政庁、関係団体との情報連絡及び支部本部への情報伝達を行なう。 

（２）災害廃棄物処理等の支援要請に協力する支援体制構築のため、支部本部への調整と情報伝

達を行なう。 

（３）会員事業所の被災状況の把握を各支部長を介し総括する。 

（４）その他必要な支援活動業務を実施する。 

２ 協会本部長は、必要に応じて協会本部に次の班を設置し、協会本部長の指示により以下の活

動を行なう。 

（１）総務班  総務委員会担当役員が統括し、次の事項を担当する。 

ア 協会本部会議メンバーの招集と会議の運営 

イ 関係行政庁及び関係団体等との情報受伝達 

ウ 処理計画立案と指示 

エ 支部本部との連携及び調整 

（２）情報収集班  組織企画委員会担当役員が統括し、次の事項を担当する。 

ア 地震等災害情報の収集 

イ 道路交通情報の収集 

ウ 処理施設に関する情報収集 

（３）機材等供給班  適正処理委員会担当役員が統括し、次の事項を担当する。 

ア 災害廃棄物処理のための機材・重機等の供給 

 

（支部本部の業務） 

第９条 支部本部は、次の業務を実施する。 

（１）支部会員事業所の被災状況を把握し、協会本部に報告する。 

（２）協会本部からの支援内容の情報伝達を受けた場合、支部会員より災害廃棄物処理の支援可

能の承諾があった会員に対し、必要に応じて人員、車輌、重機、機材等の把握を行う。 

（３）協会本部から具体的な支援の要請を受けた場合は、その内容を会員に連絡・通知し、支援



活動を実施する。 

 

(他支部の応援) 

第 10条 

（１）協会本部又は支部本部は、支援の状況に応じて、他の支部からの支援を求めることができ

る。 

 （２）上記支援を求められた場合、各支部長は可能な限り支援に応じることとする。 

 

（日常業務） 

第 11条 協会事務局は、必要に応じて支援活動情報（人員、車輌等）について調査を行ない、支

援体制の維持向上に努める。 

 

（連絡体制） 

第 12条 協会本部、支部本部及び関係機関との連絡体制は、別表－２のとおりとする。 

 

附則 

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人の認定等に関する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益社団法人の登記の

日から施行する。 

 

附則 

 この規程の一部改正は、平成３０年９月２６日から施行する。 



別表-１

公益社団法人北海道産業資源循環協会

本部員：支部幹事等

副本部長：副支部長

協力要請該当支部

本部長：支部長

（班長：総務委員長）

機材等供給班：協会適正処理委員会

（班長：適正処理委員長）

班設置

支部会員（支部支援協力可能会員）

災害対策本部及び支部本部組織図

総務班：協会総務委員会

（班長：組織企画委員長）

情報収集班：協会組織企画委員会

協会災害対策本部

事務局員：協会事務局職員

本部員：協会常任理事

副本部長：協会副会長、専務理事

本部長：協会会長

ＦＡＸ：０１１－２４１－７６１２

電話：０１１－２４１－７６１１

住所：札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３
　　　　北海道通信ビル　５階

公益社団法人北海道産業資源循環協会



別表-２

要請内容

・災害状況及び作業内容

・支援を必要とする場合及び期間

・支援する車両数、種類及び人員

・その他必要とする事項

　　他支部

支部会員

（支援協力可能会員）

市町村

(公社)北海道産業資源循環協会

公益社団法人北海道産業資源循環協会　災害対策本部連絡体制表

（会長・副会長・専務理事・常任理事）

支部役員
（支部長・副支部長・幹事等）

北海道
第一管区

海上保安本部

災害対策本部

（事務局）

支部災害対策本部

協会役員

協会役員(理事)

　※別途連絡


